
増
え
続
け
る
非
正
規
労
働
者
は

全
国
で
２
千
万
人
を
超
え
、
労

働
者
全
体
の
４
割
に
上
り
、
貧
困
と
格

差
拡
大
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
地
方

自
治
体
に
お
け
る
非
正
規
職
員
も
増
え

続
け
「
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
が
社

会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
幕
別
町
も
非

正
規
職
員
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
も
処
遇

の
改
善
を
求
め
て
き
た
が
、
改
め
て
現

状
と
改
善
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
伺
う
。

(1)
非
正
規
職
員
の
現
状
は
。

①
非
正
規
職
員
の
人
数
、
総
職
員
に
占

め
る
割
合
、
女
性
の
比
率
は
。
②
５
年

以
上
勤
務
の
職
員
数
と
勤
務
年
数
は
。

③
各
種
手
当
や
休
暇
の
保
障
は
。

(2)
４
月
か
ら
民
間
雇
用
に
お
い
て
、
５

年
以
上
勤
務
し
た
場
合
、
本
人
の
申
し

出
に
よ
り
無
期
雇
用
に
転
換
で
き
る
法

改
正
が
あ
っ
た
。
幕
別
町
で
も
検
討
を
。

(3)
地
方
公
務
員
法
、
自
治
法
の
改
正
に

よ
り
、
新
た
に
一
般
職
の
会
計
年
度
任

用
職
員
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
た
。
幕
別
町
の
対
応
は
。

(4)
恒
常
的
に
人
員
が
必
要
な
職
種
は
、

臨
時
職
員
対
応
で
は
な
く
職
員
定
数
を

増
や
し
て
対
応
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
。

(1)
①
嘱
託
保
健
師
や
嘱
託
徴

収
員
、
年
金
業
務
員
な
ど
の
嘱
託
職
員
、

一
般
事
務
補
助
や
保
育
士
等
の
臨
時
職

員
な
ど
、
多
様
な
雇
用
形
態
の
臨
時
職

員
を
任
用
し
、
平
成
30
年
２
月
１
日
現

在
、
代
替
職
員
を
除
く
総
体
人
数
は

２
４
２
人
、
全
職
員
に
対
す
る
比
率
は

50
・
１
％
、
非
正
規
職
員
の
う
ち
女
性

の
占
め
る
割
合
は
75
・
６
％
と
な
っ
て

い
る
。

②
臨
時
職
員
は
、
地
方
公
務
員
法
の
規

定
に
基
づ
き
「
６
か
月
を
超
え
な
い
期

間
で
任
用
し
、
さ
ら
に
そ
の
任
用
を
６

か
月
を
超
え
な
い
期
間
で
更
新
」
し
て

お
り
、
最
長
で
も
１
年
に
満
た
な
い
期

間
の
任
用
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
臨

時
保
育
士
や
給
食
調
理
員
、
特
別
支
援

教
育
支
援
員
等
、
応
募
者
数
が
少
な
い

職
種
は
、
結
果
的
に
同
一
人
が
再
び
任

用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
５
年
以
上
の

任
用
は
、
臨
時
保
育
士
で
22
人
、
給
食

調
理
員
で
15
人
、
特
別
支
援
教
育
支
援

員
で
７
人
な
ど
、
合
計
77
人
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
勤
務
年
数
は
、
最
長
が

忠
類
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
調
理
員
で

平
成
６
年
か
ら
24
年
任
用
し
て
い
る
職

員
が
１
人
、
10
年
以
上
任
用
し
て
い
る

職
員
が
24
人
、
そ
れ
以
外
は
10
年
未
満

の
任
用
と
な
っ
て
い
る
。

③
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
を
支

給
し
て
お
り
、
嘱
託
職
員
に
は
、
こ
れ

に
加
え
12
月
の
期
末
手
当
を
支
給
し
て

い
る
。
休
暇
は
、
任
用
期
間
に
応
じ
て

最
大
年
間
12
日
間
の
年
次
有
給
休
暇
を

付
与
し
て
お
り
、
嘱
託
職
員
に
は
、
こ

の
ほ
か
病
気
休
暇
、
忌
引
休
暇
、
夏
季

休
暇
を
付
与
し
て
い
る
。

(2)
地
方
公
務
員
法
第
22
条
第
５
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
最
長
で
も
１
年
未
満
の

任
用
を
基
本
と
し
て
お
り
、
無
期
雇
用

と
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

(3)
法
が
施
行
さ
れ
る
平
成
32
年
４
月
に

向
け
、
国
か
ら
の
情
報
や
近
隣
市
町
村

の
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
任
用
、
勤

務
条
件
に
つ
い
て
十
分
検
討
を
進
め
た

い
。

(4)
本
町
の
職
員
数
は
、
平
成
20
年
に
策

定
し
た
「
幕
別
町
定
員
適
正
化
計
画
」

の
中
で
、
退
職
者
数
に
対
す
る
新
規
採

用
者
数
の
補
充
率
を
４
割
と
定
め
、
計

画
的
に
職
員
の
補
充
を
実
施
し
た
結

果
、
人
件
費
の
削
減
に
お
い
て
、
大
き

な
財
政
的
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
考
え

て
い
る
。

し
か
し
、
近
年
多
様
化
、
複
雑
化
す
る

住
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
対
応
や
、
国
・
北

海
道
か
ら
の
権
限
委
譲
等
に
よ
る
業
務

の
増
加
な
ど
か
ら
、
業
務
量
に
見
合
っ

た
適
正
な
職
員
配
置
に
努
め
て
お
り
、

平
成
25
年
か
ら
は
退
職
者
数
に
見
合
う

新
規
採
用
者
の
補
充
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
26
年
か
ら
27
年
に
か
け
て
、

第
３
次
幕
別
町
行
政
改
革
大
綱
推
進
計

画
に
定
め
る
組
織
力
の
強
化
、
機
動
力

の
向
上
お
よ
び
住
民
の
利
便
性
を
図
る

た
め
、
町
民
か
ら
わ
か
り
や
す
く
、
機

動
性
に
富
ん
だ
行
政
組
織
・
機
構
と
し

た
。
今
後
に
お
い
て
も
、
業
務
量
や
そ

の
内
容
を
精
査
す
る
と
と
も
に
、
「
会

計
年
度
任
用
職
員
」
制
度
の
状
況
等
を

見
極
め
、
適
正
な
職
員
の
配
置
に
努
め

る
。

答問
賃
金
や
休
暇
等
の
処
遇
改
善
に
努
め
て
お
り
、
今
後
も
法

改
正
に
よ
る
国
の
動
向
を
踏
ま
え
て
十
分
検
討
を
進
め
る

非
正
規
町
職
員
の
雇
用
条
件
の
改
善
を

■ 一 般 質 問 ■ 

⓱

問

町
　
長

中橋　友子 議員
（日本共産党
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